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決
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す
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公
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(

港
湾
空
港
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…

�

○
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し

(

八
戸
県
土

整
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務
所)
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○
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(
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規

則

青
森
県
内
水
面
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
九
十
七
号

青
森
県
内
水
面
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
内
水
面
漁
業
調
整
規
則

(

昭
和
四
十
八
年
八
月
青
森
県
規
則
第
五
十
五
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
の
表
中

｢

三
戸
郡
南
郷
村｣

を

｢

八
戸
市
南
郷
区｣

に
、｢

下
北
郡
川
内
町

大
字
川
内
字
高
野
山｣

を

｢

む
つ
市
川
内
町
高
野
山｣

に
、｢

中
里
町｣

を

｢

中
泊
町｣

に
、｢

岩
崎

村｣

を

｢

深
浦
町｣

に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
表
中

｢

下
北
郡
川
内
町
大
字
川
内
字
中
畑｣

を

｢

む
つ
市
川
内
町
中
畑｣

に
、｢

下

北
郡
川
内
町
大
字
川
内
字
板
子
塚｣

を

｢

む
つ
市
川
内
町
板
子
塚｣

に
、｢

下
北
郡
川
内
町
大
字
川

内
字
平
中｣

を

｢

む
つ
市
川
内
町
平
中｣

に
、｢

下
北
郡
川
内
町
大
字
川
内
字
銀
杏
平｣

を

｢

む
つ

市
川
内
町
銀
杏
平｣

に
、｢

下
北
郡
川
内
町
大
字
川
内
字
八
木
沢｣

を

｢

む
つ
市
川
内
町
八
木
沢｣

に
、｢

下
北
郡
川
内
町
大
字
川
内
字
館
山
下｣

を

｢

む
つ
市
川
内
町
館
山
下｣

に
、｢

下
北
郡
川
内
町

八
木
沢｣

を

｢

む
つ
市
八
木
沢｣

に
、｢

下
北
郡
大
畑
町
字
赤
滝
山
国
有
林
八
十
八
林
班｣

を

｢

む

つ
市
大
畑
町
赤
滝
山
国
有
林
千
八
十
八
林
班｣

に
、｢

下
北
郡
大
畑
町
字
鍋
滝
山
国
有
林
百
二
十
二

林
班｣

を

｢

む
つ
市
大
畑
町
鍋
滝
山
国
有
林
千
百
二
十
二
林
班｣

に
、｢

下
北
郡
大
畑
町
字
鍋
滝
山
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国
有
林
百
三
林
班｣

を

｢

む
つ
市
大
畑
町
鍋
滝
山
国
有
林
千
百
三
林
班｣

に
、｢

下
北
郡
大
畑
町
字

鍋
滝
山
国
有
林
百
七
林
班｣

を

｢

む
つ
市
大
畑
町
鍋
滝
山
国
有
林
千
百
七
林
班｣

に
、｢

下
北
郡
大

畑
町
字
赤
滝
山
国
有
林
八
十
九
林
班｣

を

｢

む
つ
市
大
畑
町
赤
滝
山
国
有
林
千
八
十
九
林
班｣

に
、

｢

下
北
郡
大
畑
町
字
赤
滝
山
国
有
林
九
十
五
林
班｣

を

｢

む
つ
市
大
畑
町
赤
滝
山
国
有
林
千
九
十
五

林
班｣

に
、｢
下
北
郡
大
畑
町
字
鍋
滝
山
国
有
林
百
十
九
林
班｣

を

｢

む
つ
市
大
畑
町
鍋
滝
山
国
有

林
千
百
十
九
林
班｣
に
、｢

下
北
郡
大
畑
町
字
鍋
滝
山
国
有
林
百
二
十
一
林
班｣

を

｢

む
つ
市
大
畑

町
鍋
滝
山
国
有
林
千
百
二
十
一
林
班｣

に
、｢

下
北
郡
大
畑
町
字
鍋
滝
山
国
有
林
百
十
六
林
班｣

を

｢

む
つ
市
大
畑
町
鍋
滝
山
国
有
林
千
百
十
六
林
班｣

に
、｢

下
北
郡
大
畑
町
字
鍋
滝
山
国
有
林
百
十

七
林
班｣

を

｢

む
つ
市
大
畑
町
鍋
滝
山
国
有
林
千
百
十
七
林
班｣

に
、｢

下
北
郡
大
畑
町
字
鍋
滝
山

国
有
林
百
十
一
林
班｣

を

｢

む
つ
市
大
畑
町
鍋
滝
山
国
有
林
千
百
十
一
林
班｣

に
、｢

下
北
郡
大
畑

町
字
鍋
滝
山
国
有
林
百
十
三
林
班｣
を

｢
む
つ
市
大
畑
町
鍋
滝
山
国
有
林
千
百
十
三
林
班｣

に
改
め

る
。別

表
第
一
中

｢登
記
簿
謄
本
｣

を

｢登
記
事
項
証
明
書
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
八
十
九
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
十

八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
九
十
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
十

五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
九
十
一
号

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
七
条
の
二
十
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
七
条
の
二
十
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

上
北
町
社
会
福

祉
協
議
会

上
北
郡
東
北
町

字
上
野
一
九
一

の
一

訪
問
介
護

社
会
福
祉
法
人

上
北
町
社
会
福

祉
協
議
会

上
北
郡
東
北
町

字
上
野
一
九
一

の
一

平
成

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法
人

上
北
町
社
会
福

祉
協
議
会

上
北
郡
東
北
町

字
上
野
一
九
一

の
一

訪
問
入
浴

介
護

社
会
福
祉
法
人

上
北
町
社
会
福

祉
協
議
会

上
北
郡
東
北
町

字
上
野
一
九
一

の
一

〃

社
会
福
祉
法
人

東
北
町
社
会
福

祉
協
議
会

上
北
郡
東
北
町

字
上
笹
橋
四
五

の
一
〇

訪
問
介
護

社
会
福
祉
法
人

東
北
町
社
会
福

祉
協
議
会

上
北
郡
東
北
町

字
上
笹
橋
四
五

の
一
〇

〃

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名
称
又
は
氏
名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法
人
上

北
町
社
会
福
祉
協

議
会

上
北
郡
東
北
町
字

上
野
一
九
一
の
一

社
会
福
祉
法
人
上

北
町
社
会
福
祉
協

議
会

上
北
郡
東
北
町
字

上
野
一
九
一
の
一

平
成

��･

�･

��

社
会
福
祉
法
人
東

北
町
社
会
福
祉
協

議
会

上
北
郡
東
北
町
字

上
笹
橋
四
五
の
一

〇

社
会
福
祉
法
人
東

北
町
社
会
福
祉
協

議
会

上
北
郡
東
北
町
字

上
笹
橋
四
五
の
一

〇

〃
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青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
九
十
二
号

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十

七
条
の
二
十
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
九
十
三
号

知
的
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

第
十
五
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
知
的
障
害
者
居
宅
支
援
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
十
五
条
の
二
十
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
九
十
四
号

知
的
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
知
的
障
害
者
居
宅
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
十
五
条
の
二

十
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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指
定
居
宅
支
援
事
業
者

身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援

事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

身
体
障
害

者
居
宅
支

援
の
種
類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

東
北
町
社
会
福

祉
協
議
会

上
北
郡
東
北
町

字
上
笹
橋
四
五

の
一
〇

居
宅
介
護

等
事
業

社
会
福
祉
法
人

東
北
町
社
会
福

祉
協
議
会

上
北
郡
東
北
町

字
上
笹
橋
四
五

の
一
〇

平
成

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法
人

上
北
町
社
会
福

祉
協
議
会

上
北
郡
東
北
町

字
上
野
一
九
一

の
一

居
宅
介
護

等
事
業

社
会
福
祉
法
人

上
北
町
社
会
福

祉
協
議
会

上
北
郡
東
北
町

字
上
野
一
九
一

の
一

〃

指
定
居
宅
支
援
事
業
者

身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援

事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

身
体
障
害

者
居
宅
支

援
の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

東
北
町
社
会
福

祉
協
議
会

上
北
郡
東
北
町

字
上
笹
橋
四
五

の
一
〇

居
宅
介
護

等
事
業

社
会
福
祉
法
人

東
北
町
社
会
福

祉
協
議
会

上
北
郡
東
北
町

字
上
笹
橋
四
五

の
一
〇

平
成

��

･

�･

��

株
式
会
社
十
五

番
タ
ク
シ
ー

弘
前
市
大
字
宮

川
一
丁
目
一
の

二

居
宅
介
護

等
事
業

ケ
ア
サ
ポ
ー
ト

十
五
番

弘
前
市
大
字
宮

川
一
丁
目
一
の

二

��

･

��･

�

社
会
福
祉
法
人

つ
が
る
三
和
会

弘
前
市
大
字
三

和
字
上
恋
塚
一

九

居
宅
介
護

等
事
業

在
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
白
神

荘

中
津
軽
郡
西
目

屋
村
大
字
田
代

字
稲
元
一
四
三

の
二

〃

有
限
会
社
セ
ー

フ
テ
ィ
サ
ー
ビ

ス

五
所
川
原
市
大

字
石
岡
字
藤
巻

三
五
の
二
二

居
宅
介
護

等
事
業

有
限
会
社
セ
ー

フ
テ
ィ
サ
ー
ビ

ス

五
所
川
原
市
大

字
石
岡
字
藤
巻

三
五
の
二
二

〃

指
定
居
宅
支
援
事
業
者

知
的
障
害
者
居
宅
支
援
事
業

を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

知
的
障
害

者
居
宅
支

援
の
種
類

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

東
北
町
社
会
福

祉
協
議
会

上
北
郡
東
北
町

字
上
笹
橋
四
五

の
一
〇

居
宅
介
護

等
事
業

社
会
福
祉
法
人

東
北
町
社
会
福

祉
協
議
会

上
北
郡
東
北
町

字
上
笹
橋
四
五

の
一
〇

平
成

��

･

�･

��

指
定
居
宅
支
援
事
業
者

知
的
障
害
者
居
宅
支
援
事
業

を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

知
的
障
害

者
居
宅
支

援
の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

東
北
町
社
会
福

祉
協
議
会

上
北
郡
東
北
町

字
上
笹
橋
四
五

の
一
〇

居
宅
介
護

等
事
業

社
会
福
祉
法
人

東
北
町
社
会
福

祉
協
議
会

上
北
郡
東
北
町

字
上
笹
橋
四
五

の
一
〇

平
成

��

･

�･

��

社
会
福
祉
法
人

名
川
町
社
会
福

祉
協
議
会

三
戸
郡
名
川
町

大
字
平
字
広
場

二
八
の
一

居
宅
介
護

等
事
業

名
川
町
社
会
福

祉
協
議
会
居
宅

介
護
事
業
所

三
戸
郡
名
川
町

大
字
平
字
広
場

二
八
の
一

��

･

��･

�

� �



� �

青
森
県
告
示
第
七
百
九
十
五
号

児
童
福
祉
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
二
十
三

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
九
十
六
号

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条

例
第
三
十
九
号)

第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
臨
時
の
職
業
訓
練
を
施
行
す

る
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
九
十
七
号

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二

十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

十
和
田
市
大
字
三
本
木
字
佐
井
幅
二
七
五
の
一
か
ら
二
七
五
の
二
二
ま
で
、
二
七
五
の
二
四
、

二
七
五
の
二
五
、
二
七
九
の
一
か
ら
二
七
九
の
一
〇
ま
で
、
二
八
〇
の
七
か
ら
二
八
〇
の
一
九
ま

で
、
二
八
〇
の
二
八

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

三

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

公

告

肥
料
の
検
査
結
果
の
概
要
の
公
表

肥
料
取
締
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
肥
料

の
検
査
の
結
果
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成17年10月17日 月曜日 第2542号 �

株
式
会
社
十
五

番
タ
ク
シ
ー

弘
前
市
大
字
宮

川
一
丁
目
一
の

二

居
宅
介
護

等
事
業

ケ
ア
サ
ポ
ー
ト

十
五
番

弘
前
市
大
字
宮

川
一
丁
目
一
の

二

〃

有
限
会
社
セ
ー

フ
テ
ィ
サ
ー
ビ

ス

五
所
川
原
市
大

字
石
岡
字
藤
巻

三
五
の
二
二

居
宅
介
護

等
事
業

有
限
会
社
セ
ー

フ
テ
ィ
サ
ー
ビ

ス

五
所
川
原
市
大

字
石
岡
字
藤
巻

三
五
の
二
二

〃

指
定
居
宅
支
援
事
業
者

児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
を

行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

児
童
居
宅

支
援
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
十
五

番
タ
ク
シ
ー

弘
前
市
大
字
宮

川
一
丁
目
一
の

二

居
宅
介
護

等
事
業

ケ
ア
サ
ポ
ー
ト

十
五
番

弘
前
市
大
字
宮

川
一
丁
目
一
の

二

平
成

��

･

��･

�

有
限
会
社
セ
ー

フ
テ
ィ
サ
ー
ビ

ス

五
所
川
原
市
大

字
石
岡
字
藤
巻

三
五
の
二
二

居
宅
介
護

等
事
業

有
限
会
社
セ
ー

フ
テ
ィ
サ
ー
ビ

ス

五
所
川
原
市
大

字
石
岡
字
藤
巻

三
五
の
二
二

〃

臨
時
の
職
業
訓
練
を
実
施

す
る
能
力
開
発
校
の
名
称

職
業
訓
練
の
種

類
・
訓
練
課
程

対
象
者

訓
練
科

訓
練
期
間

定

数

青
森
県
立
青
森
高
等
技
術

専
門
校

普
通
職
業
訓
練

・
短
期
課
程

公
共
職
業
安
定

所
長
か
ら
職
業

訓
練
の
受
講
指

示
を
受
け
た
者

一
般
事
務
科

三
月

一
〇
人

� �



� �

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
の
名
称
及
び
数
量

粒
状
凍
結
防
止
剤
供
給
単
価
契
約
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
空
港
管
理
事
務
所

青
森
市
大
字
大
谷
字
小
谷
一
の
五

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
七
年
九
月
八
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
サ
ン
ネ
ク
ト

東
京
都
港
区
芝
三
丁
目
一
五
の
一
五

六

契
約
金
額

一
ト
ン

十
三
万
千
九
百
八
十
二
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

購
入
物
品
に
要
求
す
る
品
質
及
び
規
格
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
品
質
規
格
仕
様

書
を
提
出
し
、
か
つ
、
物
品
の
購
入
に
係
る
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ

て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
七
年
八
月
五
日

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

辻
本
建
設
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

辻
本

文
恵

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
類
家
五
丁
目
三
八
の
二
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
四)

第
七
五
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
十
月
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
ほ
装
、
し
ゅ
ん
せ
つ
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

青 森 県 報�������	��
 	�
 第2542号�

登
録
番
号

第
二
八
〇
号

第
三
四
一
号

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
住
所

太
平
物
産
株
式
会
社

青
森
市
大
字
新
田
字
扇
田
二
六

の
五

丸
光
水
産
株
式
会
社

八
戸
市
諏
訪
二
丁
目
二
六
の
一

六

肥
料
の
種
類

魚
か
す
粉
末

魚
か
す
粉
末

肥
料
の
名
称

七
・
〇
魚
か
す
粉
末

純
有
機
７
号

検査の結果の概要

分
析
検
査

項
目

窒
素
全
量
及
び
り
ん
酸
全
量

窒
素
全
量
及
び
り
ん
酸
全
量

指
摘
事
項

な
し

な
し

保
証
票
調
査

指
摘
事
項
な
し

指
摘
事
項
な
し

そ
の
他
検
査

指
摘
事
項
な
し

指
摘
事
項
な
し

� �
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建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

宮
川
工
業
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

宮
川

満
昭

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
戸
郡
南
部
町
大
字
沖
田
面
字
南
古
舘
一
の
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(
般
―
一
五)

第
一
四
七
〇
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
十
月
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
九
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

丸
伸
組

二

氏
名

長
内

伸
行

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
五
幾
形
字
飯
田
三
一
二
の
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
三)

第
一
五
七
二
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
七
年
十
月
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
七
年
九
月
十
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

労

働

委

員

会

あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
の
氏
名
等

労
働
関
係
調
整
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号)

第
四
条
及
び
労
働
委
員
会

規
則(

昭
和
二
十
四
年
中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号)

第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
あ
っ

せ
ん
員
候
補
者
を
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青
森
県
労
働
委
員
会
会
長

石

田

恒

久
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氏

名

職

業

石
田

恒
久

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

弁
護
士

大
澤

一
實

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

弁
護
士

成
田

宏
子

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

学�
青
森
山
田
学
園
青
森
山
田
中
学
校
事
務
長

赤
城

国
臣

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

弘
前
大
学
人
文
学
部
教
授

今

喜
典

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

青
森
公
立
大
学
経
営
経
済
学
部
教
授

栗
本

章
吉

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

日
本
基
幹
産
業
労
働
組
合
連
合
会
青
森
県
本
部
副
委
員
長

外
崎

祐
一

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

全
国
交
通
運
輸
労
働
組
合
総
連
合
青
森
県
支
部
執
行
委
員
長

一
戸
富
美
雄

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

東
北
電
力
労
働
組
合
青
森
県
本
部
委
員
長

� �
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上
野
パ
テ
ィ

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

Ｕ
Ｉ
ゼ
ン
セ
ン
同
盟
オ
ー
ル
サ
ン
デ
ー
ユ
ニ
オ
ン
中
央
執
行
副
書
記
長

山
内

裕
幸

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

全
日
通
労
働
組
合
青
森
支
部
執
行
委
員
長

村
田

剛
一

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

㈱
ほ
く
と
う
監
査
役

笹
森

悦
朗

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

ジ
ャ
パ
ン
ツ
ア
ー
シ
ス
テ
ム
み
ち
の
く
㈱
監
査
役

北
村
真
夕
美

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

㈱
青
森
経
営
研
究
所
代
表
取
締
役
社
長

前
田

清
敏

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

前
田
電
子
㈱
代
表
取
締
役
会
長

佐
藤

正
勝

青
森
県
労
働
委
員
会
委
員

�
青
森
県
経
営
者
協
会
専
務
理
事

山
谷

清
人

青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

齊
藤

喜
丈

青
森
県
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
課
長

� �
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


